
（1） 会 員 名：東亞合成株式会社

（2） 所属部会：関東化学第一部会第２分科会

（3） 資 本 金：20,886百万円

従業員数：連結2,573名

単独937名

（4） 営業品目：

基礎化学品：苛性ソーダ，苛性カリ及び次亜塩

素酸ソーダ・過塩化鉄液・液体塩素・塩酸な

ど無機塩化物，硫安など農業関連製品，硫酸，

塩素系有機溶剤，窒素・アルゴンなどの工業

ガス，特殊ガス　など

アクリル製品：アクリル酸，アクリル酸エステ

ル，アクリル系ポリマー・高分子凝集剤など

アクリル系各種重合品，粉体塗料，土木・建

築製品　など

機能製品：紫外線硬化型樹脂，銀系無機抗菌

剤・無機系消臭剤・無機イオン交換体などの

各種開発製品，一般用・工業用各種接着剤

など

樹脂加工製品：下水道関連管工機材製品，電

力・通信関連管工機材製品，介護関連及び環

境保全などの生活用品関連商品

（5） 会社の沿革と理念

当社は，1942年に矢作工業株式会社として設

立し，1944年に昭和曹達株式会社・北海曹達株

式会社・レーヨン曹達株式会社の３社を吸収合

併して，社名を東亞合成化学工業株式会社に変

更した。その後，1994年の創立50周年を機に社

名を東亞合成株式会社として現在に至っている。

当社は，「化学事業を通じてより多くの人々

1 ．会社の概要

とより多くの幸福を分かち合う」ことを目指し，

「小粒でもキラリと光るダイヤモンドでありた

い」と考えて事業活動を行っている。その代表

的製品が1963年に上市した瞬間接着剤「アロン

アルフア」である。

（6） CIマーク

（1）組織上の位置及び名称

知的財産グループは，コーポレート部門であ

る新事業企画推進部に属している。

（2）構成及び人員

現在の知的財産グループは，本店に４名，研

究機構のある名古屋に４名の合計８名が所属し

ている。本店では，主に意匠・商標，契約に関

する業務を行い，名古屋では特許に関する業務

を行っている。

2 ．知的財産組織の概要
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また，名古屋研究機構の中の研究支援グルー

プには情報解析チームがあり，特許文献情報の

調査及び解析を行っている。

（3）沿　革

1983年以前は企画部の一部署として特許室が

あった。その後，研究調査部特許室を経て，

1986年に研究開発役員直属の特許室として独立

し，1998年に知的財産部となった。さらに，

2001年に現在の組織である新事業企画開発部

（2007年の組織変更で新事業企画推進部と改称）

の知的財産グループとなった。

（1）基本方針

会社の中期経営計画と連携した知的財産活動

を目標に，知財の創出と活用，知財係争リスク

の低減，人的基盤の充実と啓蒙活動を主眼に活

動している。

会議体としては，当グループ，事業部，研究

所および工場と合同で知財検討会を開催し，情

報の共有とベクトル合わせを図っている。

（2）発明の発掘と権利化

当グループの特許担当は，主たる発明部門で

ある名古屋研究機構内に配置され，発明の発掘

や出願相談をはじめ抵触判断や他社特許監視を

行っている。当社では，自社出願の割合が比較

的高く，特許庁との中間処理も行っている。特

許担当は，実験室に入り込んで発明の発掘を行

うとともに，質の高い明細書の作成を目指して

いる。

また，当社は常に事業の選択と集中を行って

いるが，特許についても，重点テーマについて，

3 ．わが社の知的財産活動

特許網を形成して保護と管理ができるように活

動中である。

（3）契約業務

契約業務については，従来は特許業務の傍ら

付随的に行っていたが，専門性が要求されるた

め，本店に契約担当者を置いて，瑕疵のない契

約が結べるよう努力している。

（4）環境整備

最近のインターネット化，ソフトウェアの高

度化にともない，昨年，特許管理ソフト及び特

許検索ソフトを更新した。さらに，他社特許の

SDI監視を強化している。これにより，問題特

許を早期に発見し，対策を打てるようにしてい

る。

当社は接着剤や紫外線硬化型樹脂の海外生産

を行っているが，今後ますます海外（アジア地

域，特に中国）の重要性が増すと予想される。

特許および商標出願においても，海外での適切

な権利化が必要になっている。海外での権利化

にはコスト面を考慮しながら，重点製品の特許

群を形成したいと考えている。

また，今後，知財の活動は，特許出願業務に

限らず，知財戦略の立案や知財の活用など多方

面に広がると予想される。経営に貢献する知財

となるためには，当グループ員のレベル向上が

早急の課題である。一方，発明者の知財マイン

ドの向上も必要であり，知財教育についても，

カリキュラムなどの変更を図っていかなければ

ならないと考えている。

（原稿受領日　2007年11月16日）

4 ．今後の課題・計画

410 知　財　管　理　Vol. 58 No. 3 2008

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。


